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今月のテーマ   固定資産税等課税明細書を使った相続税評価額の求め方 
土地・建物を所有している方には、毎年５月になると都税事務所や市役所などからその年度分の固定資産税に関する書類が

届くことになります。ご存じのとおり、その年度に納めるべき固定資産税の税額が記載された納税額通知書とその税額の計算根

拠が記載されている課税明細書がセットになって届きます。まず目が行くのは納税通知書に記載されている税額ではありますが、

課税明細書は相続税の計算において、土地・建物のおおよその相続税評価額を求める際に利用することができます。今回は

固定資産税等課税明細書を使った土地・建物の相続税評価額を求め方についてご紹介いたします。 
 

１.固定資産税・都市計画税（土地・建物）課税明細書 

固定資産税・都市計画税（土地・建物）課税明細書（以下、固定資産税等課税明細書）は、その年の 1月 1日に土地・建物

を所有している個人又は法人に対して送達されます。固定資産税等課税明細書の書式は各市区町村よって異なりますが、

記載内容についてはさほど差異はありません。 

例えばこちらは沼津市の固定資産税等課税明細書になります。リンク先の図③には対象となる不動産が市街化区域か市

街化調整区域のいずれに所在するかが分かるようになっていますが、東京２３区内に所在する不動産については、市街化調

整区域がないため、２３区内を管理する都税事務所発行の固定資産税等課税明細書にはそうした記載はありません。地域に

よってこうした違いはあるものの、基本的には課税対象となる不動産に関する情報と税額算定の根拠が記載されています。 

 
 

２.固定資産税等課税明細書を使った相続税評価額の求め方 
(1) 土地の相続税評価額 

相続財産に土地がある場合、相続税を計算するためにまず土地の相続税評価額を計算する必要があります。土地の評価

額を計算する方法には倍率方式と路線価方式の２つがあります。 

倍率方式による評価方法は、評

価対象の土地の固定資産税評価

額に右図の評価倍率表に記載さ

れたた倍率を乗じて評価額を計算

することになります。この評価倍率

表は国税庁ＨＰで確認することが

できます。例えば右図で、天ヶ瀬町

の市街化調整区域内の宅地であ

れば、詳細な調整が必要ない場合、その固定資産税評価額に１．１を乗じた金額がその土地の相続税評価額になります。 

この倍率を乗じる固定資産税評価額は各市区町村などにて固定資産評価証明書を入手することで判明しますが、固定資

産税等課税明細書にも記載がされており、上記の沼津市の固定資産税等課税明細書では、図⑩の金額が固定資産税評価

額ということになります。 

路線価方式による評価方法は、その土地の固定資産税評価額は使用せず、国税庁 HPの路線価図から路線価を確認し、

その土地の地積（上記の固定資産税等課税明細書の図⑨の数値になります）を乗じて、詳細な調整が必要あればそれを加

えて相続税評価額を算出します。詳しくは TaxNews№００１でご確認ください。 

したがって、倍率方式・路線価方式のどちらであっても、お手元の固定資産税等課税明細書と国税庁ＨＰから、厳密な計

算はできませんが、土地のおおよその相続税評価額を求めることができます。 

 

(2) 家屋の相続税評価額 

相続財産に家屋がある場合、相続税を計算するためにはやはり家屋の相続税評価額を計算する必要があります。家屋の

相続税評価額は、詳細な調整が必要ない場合、自宅・親族が使用している家屋・空家であれば固定資産税評価額に１．０を

乗じて算出、賃貸アパートなど第三者に賃貸させている家屋であれば固定資産税評価額に０．７を乗じて計算します。 

したがって家屋についても、上記（１）と同様に家屋の相続税評価額を求める場合には、固定資産税等課税明細書の図⑩

の金額を利用することでおおよその相続税評価額を求めることができます。 

〒151-0051 

東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-27-5 大橋ﾋﾞﾙ 4F 

Tel  03-6432-9986 ／ Fax  03-6432-9987 

HP  http:// will-tax.com 
e-mail   info@will-tax.com 

2021 年 9 月号  No.039 

 

Tax News 

2021 年 9 月号 No.039 

 

 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/zei_hoken/shizei/naiyo/kazei.pdf
https://www.rosenka.nta.go.jp/
http://will-tax.com/index.php/tax-news/272

